
内

閣

府

○

経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
財

務

省
令
第
一
号
）

経
済
産
業
省

改

正

案

現

行

（
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

（
略
）

２

法
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

２

（
同
上
）

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三
十

（
略
）

一
〜
三
十

（
略
）

三
十
の
二

電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
五
十
一
条

（
新
設
）

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
債
権
記
録
業

三
十
一
〜
五
十

（
略
）

三
十
一
〜
五
十

（
略
）

３
〜
８

（
略
）

３
〜
８

（
略
）

（
子
会
社
対
象
会
社
の
う
ち
認
可
対
象
会
社
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

（
子
会
社
対
象
会
社
の
う
ち
認
可
対
象
会
社
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
七
十
二
条

法
第
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

第
七
十
二
条

法
第
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

一

第
七
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

一

第
七
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）


